
〇海上自衛隊安全管理規則 

平成 12 年７月 31 日 

海上自衛隊達第 25 号 

改正 平成 13年８月１日 海上自衛隊達第 39号〔第１輸送隊の廃止に伴 

う関係海上自衛隊達の整理に関する達 20条による改正〕 

平成 14 年２月 19 日 海上自衛隊達第６号〔第１輸送隊の新編に

伴 う関係海上自衛隊達の整理に関する達 20条による改正〕 

平成 14年３月 22日 海上自衛隊達第 25号〔海上幕僚監部首席法

務 官等の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達 52

条による改正〕 

平成 15年３月 28日 海上自衛隊達第 21号〔第１次改正〕 

平成 16年４月６日 海上自衛隊達第 11号〔エアクッション艇隊

の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達第 14条によ

る改正〕 

平成 18年３月 31日 海上自衛隊達第 14号〔防衛庁の職員の給与

等に関する法律の一部を改正する法律等の施行に伴う関係海上

自衛隊達の整理に関する達第 18条による改正〕 

 

平成 18年４月３日 海上自衛隊達第 20号〔第一海上補給隊の新

編 等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達第 27条による

改正〕 

平成 19年１月９日 海上自衛隊達第１号〔防衛省移行に伴う関係 

海上自衛隊達等の整理に関する達第 51 条による改正〕 

平成 27年 11月 27日 海上自衛隊達第 39号〔海洋業務群等の改

編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達 35条による改

正〕 

 

平成 28年６月 27日 海上自衛隊達第 30号〔掃海隊群等の改編等

に伴う海上自衛隊達第 9条による改正〕 

 

平成 30年２月 28日 海上自衛隊達第３号 〔自衛艦の艦内の編制

等の細部に関する達の一部を改正する達附則５条による改正〕 

 

令和２年９月 30 日海上自衛隊達第 49号〔艦隊情報群等の新編等

に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達 27条による改正〕 

令和６年３月７ 日海上自衛隊達第８号〔第 11潜水隊の新編等に

伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達 19による改正〕 

 
 

海上自衛隊安全管理規則を次のように定める。 

海上自衛隊安全管理規則 

第１章 総則 

(趣旨) 

第１条 この達は、海上自衛隊における安全管理に関し必要な事項を定めるものとする。 

(用語の定義) 



第２条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(１) 安全 部隊等の実施する隊務において、事故のない状態をいう。 

(２) 安全管理 安全を確保するための各種の計画、実施、評価、改善等の諸施策をいう。 

(３) 事故 隊務遂行上生起する事故をいう。 

(４) 危険状態等 安全に影響を及ぼし若しくは影響を及ぼすおそれのある状態又は行為

(潜在事故要因)をいう。 

(５) 司令官等 防衛大臣直轄部隊の長及び機関(海上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病

院を含む。)の長並びに自衛艦隊直轄部隊の長をいう。 

(６) 部隊等 防衛大臣直轄部隊及び当該部隊の編成に加わる各級の部隊並びに機関をい

う。 

(７) 現場指揮官等 隊務遂行に係る監督者及び作業現場における指揮官をいう。 

(８) 安全管理者 部隊等における安全管理に関する責任者をいい、部隊等の長がこれに当

たる。 

(９) 安全管理補助者 安全幹部、安全幹部補佐及び安全係をいう。 

（10）安全幹部 安全管理に関し、安全管理者を補佐する者として部隊等の長が指定した者

をいい、「安全幕僚」、「安全係士官」等、部隊等の実情に応じ、適宜の呼称を使用す

ることができる。 

（11）安全幹部補佐 安全管理に関し、安全幹部を補佐する者として、部隊等の長が必要に

応じ指定した者をいい、「安全係士官補佐」等、部隊等の実情に応じ、適宜の呼称を使

用することができる。 

（12）安全係 安全管理に関し、安全幹部又は同補佐を補佐する者として、部隊等の長が必

要に応じ指定した者をいい、「安全係海曹」等、部隊等の実情に応じ、適宜の呼称を使

用することができる。 

(安全管理の目的) 

第３条 安全管理の目的は、安全管理を適正に実施することにより、部隊等の能力を最良の

状態に維持するとともに、隊務遂行の効率を増進させ、海上自衛隊の任務達成を推進する

ことにある。 

(安全の分類及び区分) 

第４条 部隊等がその特性に応じ、安全管理業務を適切に実施するため、安全を艦船安全、

航空安全及び一般安全に分類する。 

２ 艦船安全とは、艦船(搭載艇を含む。以下同じ。)の運航及びこれに関係ある業務におい

て事故のない状態をいい、運航安全及び艦上安全に区分する。 

(１) 運航安全とは、艦船の運航に関し、艦船の衝突・接触・乗揚・底触・転覆・沈没・滅

失・行方不明及び他の施設又は物件の滅失若しくは損壊の範囲の事故のない状態をい

う。 

(２) 艦上安全とは、艦船において船体・機関・設備の損害、属具の滅失又は棄損、武器・



弾薬の亡失又は損壊、火災及び艦船の構造・設備又は運用に関連する人員の死亡(行方

不明を含む。以下同じ。)若しくは負傷の範囲の事故のない状態をいう。 

３ 航空安全とは、航空機の運航及びこれに関係ある業務において事故のない状態をいい、

飛行安全及び地上安全(艦船上においては「艦上航空機安全」という。)に区分する。 

(１) 飛行安全とは、飛行又はこれに直接関係ある業務において航空機の墜落・衝突・火

災、その他の事故による航空機の損壊、航空機による人員の死亡若しくは負傷又は物件

の損壊及び飛行中の航空機内における人員の死亡又は負傷の範囲の事故のない状態をい

う。 

(２) 地上安全(艦上航空機安全)とは、飛行安全以外の航空安全をいい、飛行に関係する業

務において地上事故(艦船上においては「艦上航空機事故」という。)(海上自衛隊一般

事故調査及び報告等に関する達(昭和４３年海上自衛隊達第２３号)第４条に規定する事

故で、飛行に関連するものをいう。)のない状態をいう。 

４ 一般安全とは、艦船安全及び航空安全以外の安全をいい、隊務遂行において、事故のな

い状態をいう。 

(安全管理に関する助言及び勧告等)  

第５条 次の各号に掲げる司令官等は、安全の確保及び安全管理の斉一を期するため、当該

各号に掲げる安全に関する標準を定め、指揮系統を異にする部隊等の長に必要な助言及び

勧告をするものとする。また、部隊等の長の要請に応じ、安全に係る調査等を実施するこ

とができる。 

(１) 護衛艦隊司令官 

ア 護衛艦、練習艦、訓練支援艦、輸送艦、補給艦及び輸送艇の艦船安全 

イ 海上部隊(潜水艦、練習潜水艦及び試験潜水艦を除く。)に共通する艦船安全 

ウ 艦上航空機安全 

(２) 航空集団司令官 航空安全 

(３) 潜水艦隊司令官 潜水艦、練習潜水艦、潜水艦救難艦及び試験潜水艦の艦船安全 

(４) 横須賀地方総監 砕氷艦の艦船安全 

(５) 舞鶴地方総監 ミサイル艇の艦船安全 

(６) 各地方総監 警備区域に所在する部隊等の支援船の艦船安全 

(７) 掃海隊群司令 掃海艦、掃海艇、掃海母艦、輸送艦及びエアクッション艇の艦船安全 

(８) 海洋業務・対潜支援群司令 海洋観測艦、音響測定艦及び敷設艦の艦船安全 

(９) 開発隊群司令 試験艦の艦船安全 

２ 前項の定める標準は、次に掲げる事項とする。 

(１) 安全に係る用語の統一 

(２) 安全標識及び所要の標示(以下「安全標識等」という。)の標準 

(３) 艦船及び航空機における安全に係る基本的遵守事項 

(４) 安全会議、安全調査、安全教育等の計画、実施及び評価の基準 

(５) 安全に係る情報及び資料の収集、配布要領等の基準 



(６) その他装備及び部隊等の特性に応じ、特に必要と認める事項 

３ 部隊等の長は、第１項の助言及び勧告を受けた場合、必要な措置を講ずる。また、必要

と認めた場合、第１項に掲げる司令官等と協議の上、安全に係る調査等を要請することが

できる。 

第２章 安全に関する責務 

(部隊等の長の責務)  

第６条 部隊等の長は、安全の確保を図るため、任務遂行に当たり部下を適切に指揮監督す

るとともに、当該部隊等の規模及び特性に応じた安全管理組織を確立しなければならな

い。 

２ 部隊等の長は、適正な安全管理の実施により事故を未然に防止するとともに、事故が発

生した場合は、被害局限のため、速やかに応急処置を執り、事故の再発防止に努めなけれ

ばならない。 

３ 部隊等の長は、安全に関する情報の交換等、相互に緊密な連携に努めなければならな

い。 

(現場指揮官等の責務) 

第７条 現場指揮官等は、隊務の遂行に当たっては、適時適切に隊員を指揮監督し、安全の

確保に努めなければならない。 

２ 現場指揮官等は、作業の実施に当たっては、良好な作業環境の確保に努めなければなら

ない。 

(隊員の責務) 

第８条 隊員は、隊務の遂行に当たり、安全に関する諸規定を遵守し、自ら危害の防止に努

め、事故又は危険状態等を発見(予知)した場合は、被害の局限又は事故の未然防止に努め

るとともに、速やかに現場指揮官等又は部隊等の長に報告しなければならない。 

 

第３章 安全管理業務の実施 

第１節 

(海上幕僚監部における安全管理業務) 

第９条 海上幕僚監部においては、次の業務を行う。 

(１) 海上自衛隊全般の安全に関する方針及び計画の作成に関すること。 

(２) 安全に関する監察の実施に関すること。 

(３) 安全に関する監察の結果及び事故調査の結果並びに事故統計の分析検討に基づく、安

全上必要な事項の部隊等に対する所要の指導又は勧告に関すること。 

(４) 安全上必要と認める事項の施策への反映に関すること。 

(５) 安全に関する調査及び研究に関すること。 

(６) 安全に関する資料の収集及び配布に関すること。 

(７) 安全に関する隊員の知識及び技能の向上並びに安全意識の高揚に関すること。 

(８) その他安全管理に必要な事項に関すること。 



(部隊等における安全管理業務) 

第１０条 部隊等における安全管理者は、次の業務を行う。 

(１) 事故防止計画の作成及び実施の監督に関すること。 

(２) 安全会議に関すること。 

(３) 安全調査に関すること。 

(４) 安全教育に関すること。 

(５) 安全標識等に関すること。 

(６) 安全調査等の分析検討及び対策の実施に関すること。 

(７) 安全に関する資料の収集及び配布に関すること。 

(８) 危険状態を察知した場合の報告等、安全に関して海上自衛隊全般に周知させる必要の

ある事項の処理に関すること。 

(９) 安全管理上必要な改善に関すること。 

(10) その他安全管理に必要な事項に関すること。 

第２節 

(安全管理補助者の指定等) 

第１１条 部隊等の長は、安全管理を円滑に実施するため、司令部にあっては幕僚、司令部

を有しない部隊等にあっては幹部自衛官、准海尉又は行政職俸給表の職務の２級以上若し

くはこれに対応する各俸給表の職務の級の事務官等のうちから安全幹部及び必要に応じて

安全幹部補佐を指定するものとする。 

２ 部隊等の長は、必要に応じ、部下隊員のうちから安全係を指定する。 

３ 部隊等の長は、安全管理補助者を指定するに当たり、知識、経験、安全に関する講習の

受講の有無等を考慮し、適任者を選定するものとする。 

４ 部隊等の長は、必要に応じ、安全管理補助者に安全管理に関して、現場指揮官等を補佐

させる。 

(事故防止計画) 

第１２条 安全管理者は、安全管理を計画的かつ組織的に実施するため、指揮系統上の上級

者が示す安全に係る方針に基づき、年度ごと及び必要に応じて事故防止計画を作成するも

のとする。 

２ 事故防止計画を作成するに当たっては、艦船安全、航空安全及び一般安全のそれぞれの

内容と部隊等の特性及び年度の業務予定を勘案し、安全に係る方針、重点事項、安全管理

業務の実施時期等を定め、実効性のある計画としなければならない。 

(安全会議) 

第１３条 安全管理者は、事故防止の効果を上げるため、定期的に又は必要の都度、安全に

関する方針の指示、安全管理の実施状況の確認、潜在事故要因の摘出等、安全管理に関し

必要な情報交換及び検討のため、安全会議を開催するものとする。 

２ 同一地区又は基地に二つ以上の指揮系統を異にする部隊等が所在する場合は、当該部隊

等の安全管理者の協議により、前項に準じて合同の安全会議を開催することができる。 



(安全調査) 

第１４条 安全管理者は、危険状態等を早期に発見し、これを排除するため、随時に安全調

査を実施するものとする。 

(安全教育) 

第１５条 安全管理者は、隊員の安全意識の高揚及び遵守事項の徹底を図るとともに、安全

に関する知識技能を向上させるため、計画的に、かつ、機会をとらえて安全教育を実施す

るものとする。 

２ 安全管理者は、安全管理補助者に対し、部内外で実施する安全管理に関する講習、会議

に積極的に参加させ、安全管理に関する認識を高揚させるとともに、知識及び技能の向上

を図るものとする。 

(安全に関する資料の活用) 

第１６条 安全管理者は、事故調査報告書及び危険報告等、安全に関する各種の資料を安全

管理業務に活用するものとする。 

(安全標識灯) 

第１７条 安全管理者は、安全を確保するため、艦船、航空機、施設、物件等に対し、所要

の安全標識等を施すものとする。 

２ 安全標識等は、別に定めのあるもののほか、必要に応じ司令官等の承認を得て、また、

第５条に関連する安全標識等については、同条における司令官等と協議の上、安全管理者

が定めることができる。 

(安全腕章) 

第１８条 安全管理補助者は、安全腕章を着用する。ただし、部隊等の長が認める場合は着

用しないことができる。 

２ 安全腕章の規格は、他の法令等に定めのあるものを使用する場合のほか、別図に示すと

おりとする。 

３ 安全腕章は、右腕に着用するのを標準とする。 

 

第４章 雑則 

(委任規定) 

第１９条 部隊等の長は、この規則に定めるもの及び指揮系統上の上級者が定めるもののほ

か、安全管理に関し必要な事項を定めることができる。 

 

附 則 

１ この達は、平成１２年９月１日から施行する。 

２ 航空安全に関する達 ( 昭和３８年海上自衛隊達第１号 ) は、廃止する。 

附 則〔第１輸送隊の廃止に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕 

この達は、平成１３年８月１０日から施行する。 



附 則〔第１輸送隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕 

この達は、平成１４年３月１２日から施行する。 

附 則〔海上幕僚監部首席法務官等の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕 

この達は、平成１４年３月２２日から施行する。ただし、ミサイル艇隊に係る改正規定

は同月２５日から、多用途支援艦に係る改正規定は同月２７日から施行する。 

附 則〔第１次改正による附則〕 

この達は、平成１５年３月２８日から施行する。 

附 則〔エアクッション艇隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕 

この達は、平成１６年４月８日から施行する。 

附 則〔防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律等の施行に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達に

よる附則〕 

この達は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則〔第１海上補給隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕 

この達は、平成１８年４月３日から施行する。 

附 則〔防衛省移行に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則抄〕 

１ この達は、平成１９年１月９日から施行する。 

２ この達の施行の際、現に存するこの達による改正前の様式 ( この達の第３０条による 

改正前の様式を除く。)の用紙は、当分の間これを補正して使用することができる。 

附 則 〔海洋業務群等の改編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕 

この達は、平成２７年１２月１日から施行する。 

附 則 〔掃海隊群等の改編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕 

この達は、平成２８年７月１日から施行する。 

附 則 〔自衛艦の艦内の編制等の細部に関する達の一部を改正する達の附則抄〕 

（施行期日） 

第１条 この達は、平成３０年３月２０日から施行する。 

附 則〔艦隊情報群等の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕 

この達は、令和２年１０月１日から施行する。 

附 則〔第１１潜水隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕 

この達は、令和６年３月８日から施行する。 

 

 

 

 

 



 

 

別図(第１８条関係) 

 

安全腕章の規格 
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